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近年獣肉， 魚肉の加工食品としてのソ セ←ジの生産量は， 増加してきている． たとえば昭和

３２年度生産量は ３８，０００トンで， 前年度の約５割増加である． ソーセージの利用が年年増大してき

たので， その生産量は数万トンに増加し，

　

メーカーも多数にのぼっている． そこで食品衛生上ソ

ーセージの衛生化学的検査は軽視できない． ソーセージの検査はまず第一に五官 （官能） 検査を

重視し， 次に化学的検査と細菌学的検査を行ない， これらの成績を綜合判断すべきである． ソー

セージの腐敗細菌 （蛋白質分解細菌） の研究報告１）， ソーセージの防腐剤についての報告２，３），肉

の変色防止に対する亜硝酸塩の効果についての報告などこの外にも多くの報告があるが，

　

ソーセ

ージの亜硝酸塩含有量や衛生上の許容量についての報告はない． しかしソ連ではハムやソーセー

ジの亜硝酸塩含有量は １００ｇ中 ２０ｍｇ 以下は許容されるという規定４）がある．
著者は札幌市販のソーセージの亜硝酸塩含有量を測定し， その成績を報告すると共に， 五官検

査の判定基準をも参考として附記したいと思、う，

実

　　

験

　　

の

　　

部

１． 供試ソーセージ

　

昭和３３年１１月一３５年４月の期間札幌市販の獣肉， 魚肉ソーセージで， 大
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部分は北海道で製造されたものであった．

２．

　

亜硝酸塩定量法５’６）

亜硝酸ソーダ標準液の調製

　

化学用純亜硝酸ソ←ダ ０．１５０ｇ を秤り， 蒸溜水を加えて “ とな

した （原液）， 原液 １ｏｃｃ を蒸溜水にて稀釈し ２００ｃｃ となした （亜硝酸ソーダ標準液），

　

この液

ｌｃｃ は ＮａＮ０２０．００７５ｍｇ を含有する，

　

定量法

　

乳鉢内で磨砕したソ←セ←ジ

　

ｌｏｇ 前後を化学天秤で正確に秤取し， ２５０一３００ｃｃ のコ

角フラスコ或いはコニカルビ←カーに移し， 蒸溜水 ｌｏｏｃｃ を加え， 充分振豊し， フラスコの口に

時計皿をのせ約４０分間放置した． 放置時間中１０分間おきに短いゴム管を附けたガラス棒を用いて

才覚拝した． この後フラスコ或いはビーカ←の内容を乾燥した曲折滋紙を用いて別の乾いた三角フ

ラスコ中に癌過した， 暇液の１部を採り， 澱粉の有無を検するため， 沃度澱粉反応を行った． も

しこの反応が陽性の場合には， 残りの縦液に活性炭素約ｏ．５ｇを加え， よく振ったのち滴遇した，

縦液 １５ｃｃ を ｌｏｏｃｃ のメスフラスコ中に探り， 蒸溜水を適量加えて約 ８０ｃｃ となした．

　

上記検液 （抽出液） の調製と共に比色標準液を調製した． 亜硝酸ソ←ダ標準液 １５ｃｃ，５ｃｃ（こ

の液 ｌｃｃ は ０．ｏｏ７５ｍｇ の ＮａＮ０２

　

を含有する） を２個の

　

ｌｏｏｃｃ のメスフラスコ中にそれぞれ採

り， 蒸溜水を適量加えて約 ８０ｃｃ とな した． 魚肉ソーセ←ジの場合には亜硝酸ソーダ標準液５ｃｃ，

２ｃｃ

　

をそれぞれ採った．

　

検液と標準液のメスフラスコ中にグリース訳液 （スルフアニノレ酸－α‐ナフチルアミソ試液）１５ｃｃ

をそれぞれ加え， 蒸溜水にて ｌｏｏｃｃ とな し， よく混和した． グリ←ス試液を加えたのち１５分間経

過後二つの標準液のうち検液の紅色の濃さに近い方の標準液をとり， これと検液とをヂュボスク

比色計を用いて比色した．
ｏ．ｏｏｌ１２５×ｈｘｌｏｏ×１０ＯＸＩＯＯ

　

計算式

　　

ＮａＮ０２ ｍｇ ％ ＝－－．

　　　

Ｈｘａｘｂ

　　　

ｈ…標準液の液高 （ｍｍ）

　　

Ｈ…検液の液高 （ｍｍ）

　　　

ａ…検液のｃｃ数 （１５ｃｃ）

　　

ｂ…検体量ｇ数

　

比色標準液 ｌｃｃ は ＮａＮ０２

　

０．ｏｏｌ１２５ｍｇ を含有する （ＮａＮ０２ 標準液 １５ｃｃ を採った場合）．

ＮａＮ０２ 標準液 １ｏｃｃ或いは ５ｃｃ を採った場合には， 比色標準液 ｌｃｃ は ＮａＮ０２０．ｏｏｏ７５ｍｇ 或

いは ｏ．ｏｏ０３７５ｍｇ を含有する． 従って式中の ０．ｏｏｌ１２５ はｏ．ｏｏ０７５

　

或いは ｏ．ｏｏ０３７５となる．

　

３．

　

各種ソーセージの亜硝酸ソーダ含有量

　

上記定量法を用いて各種ソーセージ．の亜硝酸ソーダ含有量を測定した成績は第１表に示す 通り

であつた．

　

第１表から明らかなように， 魚肉ソーセージの亜硝酸塩含有量は， 検査した範囲内では， 大部

分が ｌｍｇ ％ 以下であり， そのうち４例は殆んど痕跡程度であった． ただ２例のみ １．６０， ２．５７

ｍｇ ％ であったが， 獣肉ソーセ←ジに比較すれば， 少なくあった． 獣肉ソーセージの亜硝酸塩含

有量は ｏ．６３一１３，８９ｍｇ ％ であって， 製品による含有量の差異が甚だしく， 平均 ５．７４ｍｇ ％ で

あった． 検査したソーセージの亜硝酸塩含有量は ＮａＮ０２ として

　

２０ｍｇ％以下であり， 食品衛生

上許容される範囲内であると考察される，

　

４． 五官検査， 反応， 遊離アンモニア

　

供試ソーセ←ジは五官検査の結果１例を除いた他のものは良好であり， 反応も１例を除いた以

外は弱酸性或いは中性であり， 遊離アンモニアは検出しなかった，

「１０８－
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第１表

　

ソーセージの亜硝酸塩含有量

商

　　　　

品

　　　　

名

　　　　　

ＮａＮ０２

　

ｍｇ ％

　　　

備

　　　　　

考

⑩ 大洋ソーセージ

三協ソーセージ

魚肉ソーセージ

　

２．５７

　

０．４４

　

１．６０

　

０．３３

微

　

量

　

０．５５

微

　

量

　

０．５６

微

　

量

日魯サーモンソーセージ

日水ヒノマル印ソーセージ

日冷ソーセージ

大和水産サモソソーセージ

地球印フイシュベビーハム

鮭のソーセージ

鮭のフイ シュソーセージ

フイ シュソーセージ

　　

松

平

　　

均

北海道徳用ソ【セージ

雪印ソーセージ

大釜ソーセージ

獣肉ソーセージ５．３１

７，６０

９．０２

８．３４

９，１５

１３．８９

７．５７

４．３５

２．８１

３．３１

４．６８

０．６３

２．４１

１，３４

５．７４

北乃王ベビーソーセージ

北乃主レバーソーセージ

北海道ソーセ←ジ

ウイ ンナーソーセージ

雪印リホームウイ ンナーソーセージ

金星フランクソーセージ

トミーソーセージ

ソーセージ北海道ハム

金星ハムのボロナソーセージ

札幌ハムソーセージ

　

平

　　

均

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

５．７４

第２表

　

ソーセージの五官検査の判定基準の参考

新

　

鮮 な

　

も

　

の 疑 わ

　

し

　

い

　

も の 古

　　

い

　　

も

　　

の

外皮は乾燥し，粘液がなく，
かたく，弾力性がある． か

びの発生や侵害がない， 外

皮はつめものに緊密に附着

している．

外皮はしめり，ねばつき， 外皮には粘液があり， かび

が発生し，変色している，
肉と脂肪の表面 層が柔 か

い． かびは外皮の下まで侵

入し， 時にはぅじが発生し

ている，
断面の周辺部に額緑灰色の

斑点がある， つめものは柔

かくしまっていない． 時に

はぅじが存在する， 脂肪は

暗緑色を呈する．
外皮はかびくさい， つめも

のは腐敗臭があり，苦味や

不快な味がある．

かびに侵されている，外皮

はつめものからはがれやす

いが， 破れない．

内部の状態 断面の周辺，中央部はかた

く，わりに多汁，ばら色で

均一，灰色の斑点がない，
脂肪は白色を呈する．

断面の周辺部は弾力性が低

下している．
周辺に暗灰色の小斑点があ

り，中央部は正常な色，脂

肪は頚黄色を呈する，
かび臭， 酸味，異常な味が

あり，香料のにおいは減少

している，

味

　

と

　

臭 固有の味と臭があり， かび

臭や酸味がない．
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ソーセージの五官検査の判定基準

ソーセージの衛生学的検査では五官検査を重視するので， 新鮮なもの， 新鮮かどうか疑わしい

もの， 古いもの （腐敗の徴のあるもの） の特徴を第２表に示そう．

総

　　　　　　

括

１． 札幌市販の獣肉ソーセージ１４種， 魚肉ソーセ←ジ１０種の亜硝酸塩含有量を測定した． 魚肉

ソーセージの亜硝酸塩含有量は大部分が ｌｍｇ ％ 以下であって少なく，２ 例のみ １．６０，２．５７ｍｇ

％ であった， 獣肉ソ←セージの亜硝酸塩含有量は ０．６３一１３．８９ ｍｇ ％ で， 平均 ５．７４ｍｇ ％ で

あった． 供試ソーセージの亜硝酸塩含有量はいずれも ＮａＮ０２ として ２０ ｍｇ ％（ソ連の許容量）

以下であった．

　

肉製品の亜硝酸塩含有量が ＮａＮ０２ として ２０ ｍｇ ％

　

以下であることは， 食品衛生上許容量

の範囲内にあるので， 供試ソーセージはこの点ではすべて衛生上適合するものと考えられる．

　

２．

　

ソーセージの五官検査， 反応， 遊離アンモニアの検査を実施した． １ 例以外は五官検査の

成績は良好であった．

　

ソーセージの五官検査の判定基準を参考として記述した．

　

終りに臨み本調査を実施するに当って御協力下さった内田淑子氏に深謝の意を表する．
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